
交流センター用

【申請時】 R2.9.11～

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用に当たっては、以下のことを遵守願います。

□

□ 体調がよくない場合（発熱・咳・のどの痛みなどの症状がある場合）

□ 同居親族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

□
過去14日以内に政府から入国制限・入国後の観察期間を必要とされている国・地域等へ
渡航した場合、又はその方との濃厚接触がある場合

□

□

□

□ マスクを着用する。※交流センターでは配布していません　

ただし、以下の場合を除く。

・調理室での試食時
※できるだけ短時間にとどめ、会話をする際は着用すること

・ダンス、卓球、楽器演奏など、激しい呼気等を伴う活動において、「人との間隔を２ｍ以上
空けること」及び「扉・窓の常時開放」を行うことが可能である場合
※会話をする際は着用すること

□ こまめな手洗い、手指の消毒を行う

□ 人との間隔を２ｍ（最低１ｍ）空け、対面ではなく互い違いに座る

□ 人との接触をしない（握手、ハイタッチなど）

□ ごみは各自持ち帰る

□

※こまめに水分を補給する、空調設備のある部屋では冷房と扉・窓の開放を組み合わせるなどして、
熱中症対策を行うこと。

交流センターを利用する方へ

利用者が以下の事項に該当する場合は、利用を見合わせること。
（利用当日に確認を行います）

部屋ごとに、通常時の収容人員の１／２以下の人数で利用すること。

当日は利用者全員が、以下のことを遵守すること。

感染防止のための交流センターのルールを遵守すること。

カラオケ、合唱（コーラス）、民謡、詩吟の利用はしないこと。


